
草加市動物の愛護及び管理に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、市、市民及び飼い主等の責務を明らかにし、動物の愛護に関し必要

な事項を定めることにより、動物愛護精神の高揚を図るとともに、動物による人の生

命、身体又は財産に対する侵害を防止し、人と動物とが共生し調和のとれた地域社会

の推進に寄与することによって、人と動物に優しいまちをつくることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 動物 人が飼養（保管を含む。以下同じ。）する動物で、哺乳類、鳥類及び爬虫

類に属するものをいう。 

⑵ 飼い主 動物の所有者（所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。）を

いう。 

⑶ 動物取扱業者 動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号。

以下「法」という。）第１２条第１項第４号に規定する第一種動物取扱業者又は法

第２４条の３第１項に規定する第二種動物取扱業者をいう。 

（基本理念） 

第３条 人と動物とが共生し調和のとれた地域社会の推進は、次に掲げる事項を基本理念

として行われなければならない。 

⑴ 動物は命あるものであることに鑑み、みだりに排除してはならないものであると

ともに、動物が人の生活環境内に存在しているという認識の下に行われること。 

⑵ 人と動物との関わりから生ずる諸問題の多くが人の生活様式に起因するものであ

ることに鑑み、人が自らの問題としてこれらの諸問題の発生に関する予防その他の

方策が必要であるという認識の下に行われること。 

⑶ 動物の生態、習性、生理及び疾病並びに人と動物とに共通する感染症に関する正

しい知識の普及及び公衆衛生の確保のための方策が必要であるという認識の下に行

われること。 

⑷ 豊かな情操を育てることに資するものであるという認識の下に行われること。 

（市の責務） 



第４条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、この条例の目的を達成するために必要

な施策を講ずるとともに、動物の愛護について実践する市民、市民団体等との連携に

努めること。 

２ 市は、法第２５条第７項の規定に基づく協力要請があった場合においては、県と協力

し事態の解決に努めること。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、人と動物とが共生し調和のとれた地域社会の推進に向けて、動物の愛護

について、市が行う施策に協力するよう努めること。 

（飼い主になろうとする者の責務） 

第６条 飼い主になろうとする者は、動物の飼養に先立ち、当該動物の習性、生理、生態

等に関する知識の習得に努めるとともに、飼養する動物を選択する際には、飼養の目

的、現在及び将来にわたる生活環境等を考慮し、終生飼養できる動物を選択するよう

努めること。 

（飼い主の責務） 

第７条 飼い主は、命ある動物の飼い主としての責任を自覚し、動物を適正に飼養するよ

う努めるとともに、自らが飼養する動物に起因して生ずる事案について責任を負う者

であるとの自覚を持たなければならない。 

（動物取扱業者の責務） 

第８条 動物取扱業者は、埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例（平成１０年埼玉県条

例第１９号）第４条の２に基づき、社会において果たすべき自らの役割を認識して、

関係法令を遵守することはもとより、動物に関する最新の知識の習得及び情報の発信

に主体的に取り組むとともに、市が行う施策に協力するよう努めること。 

（飼い主の遵守事項） 

第９条 飼い主は、飼養する動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 動物の種類、習性等を理解し、飼養する動物の健康及び安全を保持するとともに、

適切なしつけをすること。 

⑵ 動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するよう努めること。 

⑶ 近隣住民の理解を得られるよう飼養環境を整備し、周辺の生活環境の保全に努め

ること。 

⑷ 動物がその命を終えるまで愛情をもって飼養するよう努めること。ただし、やむ



を得ず継続して飼養することができなくなったときは、適切に飼養することができ

る者に譲渡する等し、決して放置しないよう努めること。 

⑸ 飼養する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁

殖を抑制するための適切な措置を講ずるよう努めること。 

⑹ 動物が苦手な者や動物によって健康を害する者がいることにも十分配慮するよう

努めること。 

⑺ 動物の逸走の防止のための措置を講ずるとともに、逸走したときは、自らの責任

において捜索し、捕獲するよう努めること。 

（犬の飼い主の遵守事項） 

第１０条 犬の飼い主は、飼養する犬について、狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７

号）及び草加市ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関する条例（平成１８年条

例第２１号）を遵守するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 譲渡する場合は、出生後８週間は当該犬とその親を共に飼養してから譲渡するよ

う努めること。 

⑵ 他人へのかみつき行為を予防するとともに、飼養施設の内外を常に清潔に管理す

るよう努めること。 

⑶ 飼養状況に適した頭数を把握し、みだりに繁殖することを防止するため、不妊手

術、去勢手術その他の適切な措置を講ずるよう努めること。 

（猫の飼い主の遵守事項） 

第１１条 猫の飼い主は、飼養する猫について、次に掲げる事項を遵守しなければならな

い。 

⑴ 譲渡する場合は、出生後８週間は当該猫とその親を共に飼養してから譲渡するよ

う努めること。 

⑵ 疾病への感染及び不慮の事故を防止し、周辺の生活環境を保全するため、屋内で

飼養するよう努めること。 

⑶ 屋内で飼養できない場合は、不妊手術、去勢手術その他繁殖を制限するための措

置を講ずるよう努めること。 

⑷ 首輪、名札、マイクロチップ等により自己の所有を明らかにするための措置を講

ずるよう努めること。 

（飼い主のいない猫との関わり） 



第１２条 飼い主のいない猫に対し、繰り返し餌を与える者は、当該猫の繁殖を防止する

ために必要な措置を講じた上で、適切な給餌及びふん尿の処理に努めること。 

（災害時等の対応） 

第１３条 市及び飼い主は、台風、大雨、地震等自然災害に加え、火災等の非常災害が発

生した場合（以下この条において「災害時」という。）に備えるとともに、災害時に

おいては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 市は、災害時において、市民と相互に協力し、避難所における飼養する動物との

同行避難等の動物を保護するために必要な措置を講ずるとともに、日常からの啓発

活動等に努めること。 

⑵ 市は、被災動物の支援のために、支援団体や企業等との災害時における協力関係を

築くよう努めること。 

⑶ 飼い主は、日常から災害時における動物の適切な飼養のための準備をするよう努め

ること。 

⑷ 飼い主は、災害時における同行避難等に当たっては、動物が苦手な者や動物によっ

て健康を害する者、他の避難者にも配慮するとともに、避難所の決められたルールに

従うよう努めること。 

⑸ 飼い主は、飼養する動物の逸走や災害時の対応に備え、自己の所有を明示するよ

う努めること。 

（国等との連携） 

第１４条 市は、人と動物とが共生し調和のとれた地域社会の実現に向け、効果的に施策

を展開するために国、埼玉県その他の地方公共団体との連携を図るよう努めるものと

する。 

（その他） 

第１５条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、令和●年●月●日から施行する。 


